
社会現象としての差別
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本稿は，差別とされる事象が共通に持つ性質を拍出し，差別とは何であるかを規定する乙とをねらいと
する。さまざまな事象が一般に差別と考えられているが，それらを包括的に論ずる伴組みは. 未だない。
従来の差別論は，差別の存在を所与とし，差別の性質の一部分や個別の差別IC特有な現象を差別問題とし
て論じてきた。しかし. 正確な定義なしの差別論は，理論上，実践上の発展を妨げ，無用の混乱を招いて
いる。本稿では差別の一般的性格を究明し，そ乙で見出された分析枠組みを用いて，差別の諸相の相異な
る性格を指摘する。

帯が運動上叫ばれるが，あらゆる差別が共通に
持っている性格があるとすれば. それは何なの
か。そもそも差別とは，差別が存在するとはど
ういう事態なのであろうか。本稿は，乙の問題
に取り組むべし差別という社会問題に定義を
与え，どのような基礎的視角から扱うととが妥
当であるかを論ずる。
ll) 差別という問題が取り上げられる場合.
多くは差別が客観的事実として指摘できるとい
う了解のもとに出発しており，差別という事態
そのものをどのように把握するか，つまりどの
ような対象を差別として記述するのか，
点が主題的lζ論じられる ζとは少ない。しかし，
理論上の発展を考えても. 乙の問題は検討され
るべき焦眉の問題である。差別を定義するとい
う学的努力の放棄は差別理論の構成においては
以下のような理由で差別という現象の本質的性
格を見落とす危険をはらんでいる。
第ーに，ある事柄( 行為及び，行為の存在・

不在を指示する制度) が差別であるという乙と
は，実際それほど明確ではない。その典型的な
例は，差別と区別の争いである。能力別学級を
作り教育する乙とは差別か。男性がたくましさ・

という

1) r差別が今，乙乙に存在する」というと
とを人はどのようにして明らかにするととがで
きるだろうか。差別の存在とその廃絶を訴えよ
うとする多くの努力が存在する。差別によって
職を得られず，貧困に陥る乙とを余儀無くされ
るという事態の記述は比較的共感を呼びやすい。
極度の貧困がもたらす悲惨さは古くから人類が
普遍的に共有してきた問題であるからだ。
し，差別はそれだけではない。視線や接触拒否，
交際拒否，言葉に関する差別など差別は多様で
ある。乙れらは小説や体験談の形で指摘できて
も，かなり表現力と読み手の感性を必要とする。
また乙れらの差別は間接的にその存在を認める
ととはできても，直接，目前に存在する差別を
当事者，とりわけ差別者の側にある人々に認め
させるのは難しい。今日. 差別はますます見え
にくくなってきている。経済的な援助などで見
えやすい差別に対処しつつ不可視の諸差別は助
長されている場合も少なくない。乙れらの差別
が単なる個人にしか還元できない人間関係上の
問題ではなく，同じように社会問題としての差
別であるという ζとを言明するととがどのよう
にして理論的に可能であろうか。被差別者の連

しか
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見れば前者の方が古くから主張されており， 60年
代になってからは後者が強調されるようになった。

社会権造説は，モデJレの基本的な姿勢として，
社会を秩序維持の観点から捉えていると批判さ
れた Parsons 的な統合モデルに対して，集団閣
の葛藤を重視する葛藤モデルとして展開されて

乙の分析には，最終的に階級分析と結
合させるマルクス主義的分析，人種集団間関係
の移行パタン分析，資源をめぐる集団間葛藤分
析( 乙れには人種問題に特有な歴史的説明を加
えた内的植民地主義も含む〉がある。
社会構造説のうち， Cox Iζ始まるマルクス主
義分析は，差別を階級的特殊利害維持のための
搾取，ないし搾取の正当化の手段とする。人種主
義は，資本主義が発達し海外へ市場を求めて植
民地を作り原住民を搾取した時に生み出された
イデオロギーである。支配階級( 資本家) は.
人種主義によって支配した人種集団の資源を合
理的に奪い，労働を搾取する乙とができる。同
時に，圏内と圏外の被搾取階級を分析し，その
連帯を防ぐ乙とができるのである。より新しい
階級論としては分離した労働市場論がある。分
離した市場論は，雇用者，高賃金労働者，低賃
金労働者の 3つの階級を分ける。雇用者は利潤
追及のため，より低賃金の労働者を求める。高
賃金労働者は，新規に低賃金労働者が市場に参
入してくるとぞの利益を侵されるため，何らか
の防衛手段をとるようになる。まず，低賃金労
働者の排除の運動があり，排除が困難な場合に
は，専門・技術織の独占，技術の独占，政治力
の独占により成層化が起乙る。高賃金労働者，
低賃金労働者の二つの階級は，実際には白人，
黒人という人種区分に重なっている。故に，人
種差別は高賃金労働者としての白人労働者によ
る利益の保護手段としての成層化の現れである。
(Wilson (1978)) 

いっ fこ。
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力強さの象徴で女性が優しさ・慈愛の象徴であ
るのは差別か。また，多くの今日明らかに差別
である事柄が，長く区別として正当化されてき
た乙とが知られているが，同時に差異や価値の
全てを差別とできない乙とも明らかである。乙
のように前提とする差別の用法は，実は自明で
はないのであるから. 差別の正確な定義をせね
ば，理論の対象がきわめて暖昧なものとなって
しまい，その意味を大幅に減ずるのは避けがたい。
第二に，差別の正確な規定ができないため，
理論的iと適当な差別の記述枠組みを採用する乙
とができない。差別の定義なしの理論は，部分
的にのみ適用可能なものを全体に拡張して考え
ているアドホックなものである可能性がある。
最後に，当然の乙とながら，差別とは何かを
正確に規定できなければ，差別の不在とはどう
いう乙とかを知る乙とも不可能である。つまり，
我々は差別の解消を目指すというととが，どう
いう状態を最終的に目標としているのかを知る
乙とができない。
以上の理論上の難点は，乙乙では特にとりあ
げないが，解放運動にも影響を与えているω。
従来の議論が乙の考察が不充分なために如何な
る差別の性質に関する考察を欠いてしまってい
るか，を示そう。
ill) 従来の差別論は，差別の包括的分析とい
う点では必要かつ十分な分析を行っていたとい
う乙とはできない。それらはむしろ，他の事象
を分析する枠組みを借りて差別のある側面を分
析した，という評価が適する。もっとも伝統が
あり，多様な理論的蓄積を持つ人種問題に関す
る研究を例に検討しよう。人種差別の理論は，
心理学的な偏見説と社会の全体的構成に原因を
求める社会構造説の二つに大別できる。通常，
乙のニつは全く対立しているわけではなく，相E
I乙補いあえるものと考えられている。学説史的に
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マルクス主義的図式を使うと，人種的偏見は
資本家の利酒追求のための搾取の手段や結果で
あり，差別はその実現行為となる。しかし，乙
れは人種的偏見や差別的行為を充分に説明して
はいない。経済的搾取階級が必ずしも偏見や差
別の対象となるとは限らないし，資本主義の発
展が必ず人種差別を招くとも言えない (2】。
社会構造説のもう一つの説明形式は. Parkll:: 
始まる，人種集団関係の客観的分析を試みるも
のである。彼等は人種集団関係の類型を呈示し，
類型聞の移行を時間的推移，人口動態，生産力
等によって説明する。 Park は二集団の発展パ
ターンとして接触→競争→葛藤→応化→同化の
図式を唱えたが，乙れはその後多くの事例によ
る反論を受けた。しかし，人種関係を類型によ
ってとらえる考えかたは一つの理論的態度とし
て受けつがれ. 事例研究iζ取り入れられている。
理論的代表例として. van den Ber宮heは人種関
係をいくつかの理念型としてとらえ，それらの関
係は全体社会的な要因によって形成・変化して
いくと言う。人種関係の理念型にはpaternalis-
ticとcoinpeti ti veの二つがある。前者は，主人
一召使関係のモデル化で. 人種聞の社会的距離
が遠く，その優劣が双方の集団に承認されてい
るため，優位集団の聞に一定の愛着と親密さが
見られる。しかし，産業化が進行すると，階級
的要因が介在するようになり. competitive な
関係へと移行する。乙乙では，優位集団は，
二次的手段として生態学的な分離( 居住空間・
施設の分離) によって人種的分割を維持しよ
うとする。 (van den Berghe (1967). 同
(1970) )(3) 
しかし，類型論的アプローチも差別の解明と

いう観点から考えるならば疑問である。乙のア
プローチが，類型を形成する原因の追究が不十
分であるという点、はおいても，差別が予めの集

団性を前提として生じているとは言えないから
である。むしろ，差別の存在が人種聞の集団的
分割を生み出すとも言える。例えば，アメリカ
の黒人はアフリカの様々な部族から連れて来ら
れ，閉じアメリカ社会での奴隷という地位を与
えられたととで集団性を持つに到ったのである。
アメリカの黒人の共有の体験とは，アメリカ社
会内の低階層としてのそれなのである。
社会構造説の第三の説明形式である人種関係
を経済的・政治的資源をめぐる葛藤とする図式
も古くから存在し，近年では Blalockの統計的
分析のモデルや Despres による文化人類学者の
諸研究の集成等にも見られる。 (Blalock (1975). 
Despres (1975)) とのうち内的植民地論は，経
済的・政治的資源葛藤の源泉を植民地時代lζ求
めるものである。西欧人が植民地時代に非西欧
人の土地や労働力を搾取して得た利益を恒常的
なものとして安定化し，独占しようとする営み
が差別の構造を生む。 (Hechter (1975). Blauner 
(1972)) 
資源をめぐる葛藤としての分析は，第ーに，

多人種によって構成される社会が必ずしも人種
差別をもたらさないとと( 例えばブラジルなど) .
第二に人種差別の対象が政治・経済的被抑圧者
集団とは限らない乙と( 例えばユダヤ人) を説
明しなb、。
差別論のもう一つの主要なアプローチである
偏見説は，人種( 民族) ，女性といった個別の差
別問題における利害追求の手段や葛藤としてで
はなし差別を一般的に論ずる構成をとる。差
別は心理的態度である偏・見の表現行動とされる。
差別の定義は一般にとの偏見説を尊重して差別
を偏見と区別し，行為として規定する。偏見に
よる説明の代表的な理論は Allport 11::見られる。
Allport は偏見を. r不当な範鴫化J over ca-
tegoriza ti .onを主要な契機とする「敵意J とす
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る(4)0 r不当な範鴎化Jとは，対象の本質的属性
から外れた類型化を指す。集団の類型化の場合，
その不当性は例えば事実的な統計上の資料によ
って検証される。
偏見の原因に関しては，スケープゴートとし
ての機能に求める説と個人の偏見的パーソナリ
ティ特性に求める説がある。スケープゴートに
よる説明は二種類存在し. 一つはフラストレー
ション→攻撃→おきかえとつながる説で，①フ
ラストレーションが攻撃を生み出す，②攻撃は
比較的無防備な「弱者」へおきかえられる。@
乙のおきかえられた敵意は非難，投射，ステレ
オタイプ化などによってとじっけられ，正当化
される， という論理となる。 ζれは，①，②の
フラストレーションによる攻撃，おきかえが必
ずしも生起しない事実によって批判されている。
もうひとつは，個人的過ち→罪悪感→おきかえ
とつなげるもので，個人の罪悪感，或いは罪悪
感逃れのため弱者へ投射を行うとする説明であ
る。 ζれは，他人を責める外罰性という個人の
パーソナリティに依存しているので，最終的に
は偏見的パーソナリティによる説明iζ還元でき
る。
偏見的パーソナリティについての著名な研究
としては Adorno. Brunswick. Levinson. San-
fordのFスケールによるファシスト的人格類型
の提示がある。彼等は，性的態度，因習主義，
反内省性，迷信等にわたる質問群によって構成
された尺度を，潜在的にファシスト的個人を弁
別しうるものとして提示した。 (Adorno他 (1950
=  1980)) 
差別の心理学的説明はいくつかの間題を含ん
でいる。まず第ーに，偏見を規定する他集団へ
の敵意は，集団聞のライバル意識などがあるよ
うに，差別とは限らないととである。
第こに，何故，偏見が特定の性質を持つ個人

のみではなく，一般に存在し，それに追随する
よう行動した方がよいと人々が考えるのかとい
うととの説明ができない。差別と偏見は，直接
的な因果関係にあるわけではない。偏見を持つ
人聞が必ずしも差別的行為をとるとは限らない
し，差別的行為をとる人聞が全て偏見の持主で
あるわけではない。偏見によって差別を説明し
ようとする場合，当然偏見を持たない人聞がな
ぜ差別的行為をとるのかを説明せねばならなく
なる。 乙のような点については以前から注目き
れてきたが，乙の問題はそれ以上のととを意味
する。偏見を持たない人々による差別行為は，
他の説明を要求する単なる残余カテゴリーでは
ない。偏見的特性を持たない人聞が，偏見を支
持する必要性を感じ，むしろ積極的行為へと駆
り立てられてしまうという，差別がかなり一般
的に持つ特殊な社会性に目を向けねばならない。
第三に，差別をて宇範囲の行為峨定すると
とは，一般的な差別の観念とずれている。人が
偏見を持ち，特定の心理的態度を採っていたと
とが明らかになれば，それはやはり「差別して
いた」 ζとになろう。より重要なととは，偏見
を差別的行為の原因とする ζとによって，偏見
の存在を知る ζとが与える効果が顧慮されない
ζとである。我々は「女は感情に流されやすい」
とか F黒人は汚い」という偏見が一般的に存在
している乙とを知っている。実際に個人個人が
その偏見を信じているというとと以上の，そう
した偏見が一般に存在していると信じられてい
るような状態が持つ社会的な効果を考慮する必
要がある。
N) 従来の差別論が，特殊利害の追求のため
の手段や予め分離して存在する集団の葛藤とし
て差別を規定し差別自体に照準しなかったり，
〔→26頁〕差別に照準しでも差別の社会的性格
を逃している ζとを批判した。では，差別とは
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どのような事象として考えるのが妥当であろう
か。手懸りとして，古典的ではあるが. Merton 
と Myrdal の議論を検討しよう。
偏見を構成する敵意は集団の問題として，内
集団ー外集団論という一つの定説となっている。
人々は同じ事実でも，所属集団内成員に対する
場合と外成員lζ対する場合では，全く別様に解
釈する。リンカーシが夜遅くまで働いた乙とは，
彼が勤勉で，不屈の意思を持ち. 一生懸命自己
の能力を発揮しようとした事実を証明するが，
ユダヤ人や日本人が同じ時刻まで働くと，それ
は彼等のがむしゃら板性を物語るものであり，
アメリカ的水準を容赦なく切りくずし，不公正
なやり方で競争している証左である。 CMerton
(  1949 =  1959 :  390) )  
Merton は，個人が集団を認知する際の集団

の在り様を，集団が個人に対して持つ機能的・
情緒的な関係性という点から，三つ区別して取
り出している。一つは準拠集団であり，自己評
価と態度形成のための準拠枠となるものを指す。
乙れは正確には集団であるとは限らない。もう
一つは，成員資格という観点からの個人の集団
帰属の決定である所属集団一非所属集団である。
集団には他に相互作用的集団と呼ばれるものが
ある。相互作用集団とは. 単に行為をなす場合
の前提条件として考慮されるような集団である。
内集団一外集団は，乙の三つの集団の在り方の
中で，所属集団ー非所属集団の軸に属している。
Merton li. “対内的結束と対外的敵意を特徴と
する特殊な所属集団" を内集団とおく。内集団
一外集団の状況依存性は，下位集団形成による
所属集団の動的な編成というモデルによって説
明される。
Mertonの内集団一外集団は，ある集団の他

集団に対する排斥的態度の問題として，その後
Bogardusの距離尺度等，他民族に対する態度

測定に応用され，広く利用されている。しかし.
内集団一外集団の問題を Mertonの言うように
所属集団の問題として見るべきか，は再考の余
地がある。 Merton によれば，集団は，規定の型
式に従って相互作用を行う一群の人々によって
構成され. 相互作用を行う人聞は集団成員とし
ての自己規定を持ち，他の人々による集団成員
としての同定を充足する成員によって形成され
る。所属集団は，文字通り集団への帰属に関す
る概念であるが，準拠集団は，集団，集合体
collecti vi ty . 社会的諸カテゴリーに関わる概念
である。集合体は，相互作用の基準を充足しな
い，一定の社会規範を共有している人々を指し，
社会的諸カテゴリーは，集団，集合体と異なり.
類似な社会的特徴を有する社会的地位の集合で
ある。
内集団一外集団論は民族問題を対象とする時，

一定の社会規範を持ち持続的な相互作用の形式
を持つ集団の問題であるかのよう K 恩われる。
しかし，差別に関わる民族集団が主に移民であ
る乙とを考えると，集団として規定するのは無
理がある。移民してきたマイノリティを除く全
てのマジョリティ成員が参加している一定の形
式の相互作用を想定する乙とはできない。例え
ば，在日朝鮮人を外集団とする日本人という内
集団は，日本名を持ち同じ学校に通う級友と異
なる相互作用の形式と範囲を持っているという
乙とができるだろうか。乙れは，性や他の諸差
別まで拡大すると一層明白となる。差別は集団
論としてではなく，準拠集団と同じく広く集団，
集合体，社会的諸カテゴリー( 地位) に関わる
ものと考えるべきである。
差別を集団聞の関係性の問題とおけないより
積極的な理由は，被差別者であるという乙とは，
差別者と閉じ社会の成員である乙とを前提と
しなければ起乙りえないという乙とである。
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のである。差別は，社会的にそうあるべきもの
として存在し，違背に対するサンタションをも
備え人々の同調を促す規範なのである。
乙のような視座からの研究はあまりなされて

いないが， Myrdallと始まるアメリカのジレン
マ論11 : ，通常，白人の心理的葛藤，罪悪感を表
すものとしてアメリカ文化の特徴を表したもの
と言われる。アメリカ人は，一般的，普遍的な
キリス ド教的= 民主主義的価値と，個別の状況・
事例において採用する価値という二つの価値の
間でジレンマを感じている。差別において，前
者は平等主義を右翼傍し，後者は黒人の排除を指
示するため人々tl : " ジレンマに陥り罪の意識を感
じる。そ乙で，人々は乙のようなジレンマの解
消のため合理化の通念 beliefs を採用する。た
とえば，i黒人は生まれっき白人より知的に劣

もし黒人の子供が白人と同じ
学校へ通学すると， i白人の子供との競争で挫
折するだろうか」とか「白人の子供の知的水準
が黒人に合わせて下げられてしまう」などの考
えである。 CMyrdal (1944)) 
アメリカのジレンマ論はそφ後多くの調査が

行われ，いくつかの難点も指摘された。
致命的な欠陥は，乙のジレンマが必ずしも
Myrdalが予測したように偏見的な黒人像によ
る説明を導かないという点である。また， Myrdal 
の議論は，差別論としては，既存の差別意識を
前提とし，その合理化として二次的な差別を説
明しようとしたもので，理論構成自体不充分な
ものである。しかし， Myrdal の仮説とその後
の経験的検討は，我々に次のような有益な示唆
を与えてくれる。第ーに，平等主義と特定の人
々( 乙とでは黒人) に対する個別的状況におけ
る規範がずれており，そのずれとそれに対する
対応が理論的に論ずるべき主要な問題として存
在しているという指摘である。第二iζ，被差別

っている」から，

被差別者は差別者と問機，当該社会の政治，経
済，文化に巻き込まれており，その成員として
のみ存在している。被差別者であるという乙と
は，当該社会の一成員であるにもかかわらず，
一成員として存在していないというととにある。
選挙権がないという乙とは，選挙権を持ちうる
同一社会の成員としての認識の共有がなければ，
差別とはなりえないのである。乙れは余りに当
然のととであるが，乙の当然の命題を受け入れ
るならば，従来の差別論からはかなり異なる視
座から出発する乙ととなる。つまり，同一社会
の成員に対する特殊な成員のカテゴリー化の形
式が. 社会内に共有の規範として存在するとい
う事態を分析せねばならない，という乙とであ
る。内集団ー外集団は，単なる集団聞の敵対関
係としてではなし同一社会の特殊なカテゴリ
ーの成立の問題としてとらえるととによって，
差別の問題に貢献する。
Merton の指摘で注目すべき点は，差別が諸

個人や権力者の意図に還元できない社会的制度
として存在しているという乙とである (5)。差別
は一つの社会的メカニズムとして存在し，個人
や支配機関の意図的宣伝によって生じ，維持さ
れているわけではない。差別の社会的性格は，
個人の操作能力以上の額泉を持つという乙とだ
けではなく，サンクションを有するメカニズム
であるという点にある。差別の規範は，差別に
対し反対する人々を社会的逸脱者とし，一定の
サンクションを与える。たとえば，白人の学生
がダンスパーティーで有色人種の学生と踊らな
いのは，一度一緒に踊ると他の白人学生が，そ
の学生をもてない学生とみなし踊ってくれなく
なるから，と説明したという。乙のダンスバー
ティーには有色人種を差別する規範が存在して

それに違背すると優位カテゴリーの一員
としての資格を逸脱者として剥脱されてしまう
おり，
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il .  

者は差別されていない人々との一定の関係性に
よってのみ同定が可能であるという視点である。
第三に，差別的行為や態度は従うべき価値であ
り規範であるという乙とである。我々は，個人
的なフラストレーションに応じて黒人を差別す
るのではなく. 一定の状況においてどのように
黒人を差別すべきかという乙とを知識として共
有しており，仲間集団，地域コミュニティ或い
はより大きい集団レベルで特定状況下における
特定の人々との相互行為のあり方，言葉での誹
詩の仕方，相互行為の解釈の仕方が決まってい
るのである。
乙乙で，次の二つの点を確認してお乙う。( 1 )

差別は. 当該社会成員が従うべきものとして存
在する規範の問題である。 (2)差別は. 二つの社
会聞の関係として存在するのではなく，一つの
社会内の特殊なカテゴリー化に内在する問題で
ある。
V )  乙のような性格を持つ差別はどのように
して定義すべきであろうか。従来の差別の定義
は，差異. 不利益. 平等といった概念を用いて
なされる。以下Iと乙れらの定義の例を挙げて検
討しよう。
A ) 差異による定義
差異とは“特定の社会集団に所属していると

見なされる個人に対する異なる取扱い" (Willi-
ams (1947: 39)) 
“差別は特定の社会集団に属する個人を違っ

たように扱う行動を意味する" ( 新保( 1972 :  
11) )  
B ) 不利益による定義
“本人の選択や責任とは関わりのないような，

個人の能力，業績ないし個人の行動と無関係に
作られた自然的・社会的区分に属している乙と
を理由にされて，集団ないし個人が不利益を蒙
るか人権を侵されるか，不愉快な思いをさせら

れる行為，乙れを差別という。( 鈴木( 1974) )  
C) 平等による定義
差別は“平等なものに対する不平等な扱い"
から成っている。 (Hankins-. Blalock (1967 :  
16)) 
“差別とは本来平等であるべき乙とがらが，

不平等な関係におかれている乙とをいう" ( 東上
(1973: 7)) 

A )， B ) の定義は以下の理由で妥当ではない。
特定集団に属する個人への異なる取扱いを差別
とする差異による定義 ( A )は，正当性の問題を
欠落させてしまっている。例えば，会社で与え
られた仕事内容が異なる場合，理科系出身者な
ど正当な理由によるものと見なされる場合は差
別とならないが，性格や上司の私的感情など，
正当と恩われない理由によるものは差別と見な
される。 1

本人の責任とは無関係な自然的社会区分に属
する個人に対する不利益な取り扱いを差別とす
る不利益による定義 ( B )は. 単に不利益をもた
らす行為だけでは賭けをして負けても差別とな
ってしまい，意味がない。そ乙で，本人の責任
とは無関係な自然的社会区分に属する個人に対
する不利益な取り扱いを差別とする，という乙
とが問題となるが，乙れは本人の選択や責任と
無関係でない理由による差別が存在する乙とに
より批判される。例えば学歴差別や信条による
差別は本人の選択や責任と無関係ではない。( 杉
之原( 1983)，海野( 1977)) 
平等による定義 ( C ) は. 一般に平等/ 不平等
が客観的に規定できない乙とから批判されてい
る。我々は何が正当であるかという価値命題を
科学的に論定できない。従って，普遍的な実体
として確定されている差別の存在を定義できな
いのである。乙のような難点から，差別は定義
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う文脈の認識と，その障害とされた事情〈黒人
だから) が正当性規範に反するととにある。差
別は，特定の行為の実体ではなく，むしろその
行為或いは行為の不在がどのような文脈のもと
でなされているかという問題であり，平常の正
当性規範の文脈に当該行為をおく乙とによって
のみ，差別であるかないかが判定可能となるの
である。正当性規範からの告発という観点から
考えれば，差別は行為，偏見等に分ける必要は
なく，実際に差別とされている制度，行為，行
為の不在，価値判断等をそのまま規定する ζと
ができる。
そζで，差別を次のように定義する。

差別とは，成員のカテゴリー聞の同一性に関わ
る正当性の基準に基づいて告発された事象であ
る。

差別を告発を媒介として定義する利点は，
二つある。第ーに，差別はある事象が差別であ
るかどうか自体が常に争われるという. 基本的
性格をとらえる乙とができるというととであり，
第二に，差別を単一の実体的事象と見る必要が
ないという乙とである。
さて，乙の定義を承認する乙とで，我々はど

のような差別の分析を行う乙とができるだろう
か。差別の告発には，様々なものがある。選挙
権がない，居住地区が指定されている等の法的
制度に関わるものは，政治参加の平等や住居選
択の平等を確認するととで，差別として社会的
広告発しうる。他方で，友人ができない，噸笑
われる，身体的接触を拒否される，等』ζ対する
差別の告発は，友人ができる権利，噸笑われな
い権利，身体的接触を受ける権利の平等を確認
する ζとで，差別の存在を指摘できるわけでは
ない。乙れらの差別は，黒人は白人と平等であ
るべきだと考えていても，自分の娘と黒人の結
婚を許せないといった，他の差別とは異質の困

できないと言明する研究者も少なくない (7)。
かし，我々は逆に，差別が判定者を有する価値
判断である ζとに注目すべきである (8】。
我々は日常，差別という実体的現象が存在し，
常にその存在については指摘できるかのように
考え，従来の差別の諸理論もとのような前提の
上で理論構築を図ってきた。しかし，実際には
何が差別であるかは社会的に共有されているわ
けではなし全ての人々が或る行為を差別と指
摘するわけではない。むしろ，差別という現象
は或る事柄を差別とする人々がいるのに対し，
差別でないと主張する人々がいるというととに
問題の根本がある。差別の諸事例の多くは，そ
れが差別であるのかどうかという認識上の相違
の上に起とっている。例えば黒人や女性が選挙
権を持たなかったのは，それが長い間多くの人
々によって当然のとととして受け入れられてき
た乙とと切り離して考える乙とはできない。差
別は予め存在するのではなし判断され，指摘
されるという告発作業に内在するものである。
多くの新しい差別が告発され，乙れからも我々
が予期しない事柄が差別とされる可能性がある
という乙とも含めて，差別は或る事柄を差別と
して認め，告発される対象としてとらえるとと
によってその意味を説明しうる多くの問題を抱
えている。 ζのような観点から，差別の基本的
性格として，当該社会の人々に差別と判断され，
告発されたものである乙とを挙げる乙とができ

し

VI) 

る。
差別を行為として規定するととの問題は，既
に指摘したが，差別はしばしばあるべき行為の
不在である。〈結婚しない，よい点をつけない，
雇用しない等。) しかし，差別は特定の行為の存
在や不在ゆえに差別とされるのではない。結婚
しないという行為の不在はそれ自体が問題とな
るのではなし結婚はされるはずであったとい
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範を一定の最終的な価値へと結びつける。乙の
ような規範を根拠の規範と呼ぼう。
根拠の規範は制度の規範や状況の規範を前慢
にせねば，規範の内容を実現する乙とは不可能
である。たとえば，平等イデオロギーは平等に
ついての具体的な指示の制度を必要とし. 個別
の制度規範はその運用にあたって. カテゴリー
の同定や状況への適用の，人々の共有された知
識に頼らねばならない。逆に，状況の規範や制
度の規範に沿った行為は根拠の規範に依拠せね
ば，社会的な承認を得る乙とはできない。
告発とは，乙の，状況の規範/ 制度の規範/

根拠の規範のずれを指摘する作業である。乙れ
らの規範はその一致が社会的に想定される乙と
によって，規範の実現が信じられ，またそれぞ
れの行為が社会的な承認を得る。差別は，根拠
の規範によって制度の規範を，制度の規範によ
って状況の規範を告発するという，乙れらの規
範聞のずれの表面化された形態なのである。そ
して，告発が生す‘る規範閣の関係の相違により，
差別は二種類iζ分けられる。根拠の規範と制度
の規範閣のずれの告発を高次の差別と呼び，根
拠の規範，あるいは根拠の規範によって正当化
された制度の規範と状況の規範聞のずれが告発
された事象を原初的差別と呼ぶなら，先に挙げ
た歴史的な権利をめぐる差別が前者にあたり，
それに回収されない言語や生理的な感情をめぐ
る問題として存在する諸差別が後者にあたる。
原初的な差別は，その告発の形式によって二つ
のものを区別できる。一つは. 身体カテゴリーの
使用領域を決定する正当性規範に基づいて告発
されるものである。常に「女」・「黒人J として認
識されるζとの差別( 有徴化) 聞は，システム分化
iζ相関した身体カテゴリ一体系の分化に関する規
範の問題である。職業役割体系は家族役割体系
と分離して成立しているというのが近代的な役

難を伴う。黒人がいかなる状況でも黒人である
という乙とを常に認識されるという乙との差別
性は，黒人差別に反対する人々によって維持さ
れている乙ともありうるのである。
乙とで，乙のような差別の多様性を分析する

ために，三種類の規範を区別する。規範には.
エスノメソドロジーの分析対象となっているよ
うな自明視された日常的諸実践に関わるものが
ある。乙れを状況規範と呼んでお乙う。乙の規
範への告発は，差別する意図なしに，或いは差
別しているという事実にさえ気づかずになされ
ている差別を指摘する。たとえば，ある町で16
才以下の子供は10時までに帰宅すべしという条
例がある。警官は. 10時15分位に見回りをして
いて数人の子供たちが遊んでいるのを見つけ，

pfil---

それがいつもと異なりどとかおかしいとととし
て，即ち日常的な情景から浮きあがったものと
して心に留める。 f16才以下のとどもは10時に
帰宅すべしJ という法は，警官が当然そうある
ものと考えている日常の秩序に関する諸知識の
中で運用され，またそのととによって10時 1分
に帰宅途中の子供が補導されるというような乙
ともなし成員に納得的に運用される。(Cicou-
rel (19飽) ) 状況の規範は. fl O 時まで」という
カテゴリーの同定に関する社会的に共有された
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知識である。
乙れに対L . f16以下の子供は 10時までに帰

宅すべし」というような，社会的にその存在が
意識されており，特定の身体カテゴリーが特定
の状況下で行う行為を指示する規範を制度の規
範と呼ぼう。告発が乙の規範を対象とする場合
には，規範の存在が社会的に承認されているた
めに，差別は見易い形をとる乙ととなる。
制度の規範は，それらを根拠づけ判定する規
範を持つ。たとえば，平等イデオロギーは近代
の法を狼拠づける作用を持ち，宗教も様々な規



用法を規定している規範が問題とされねばなら
ない。差別語の問題は，当該カテゴリーがカテ
ゴリーの内に持つ強い喚情喚起性に負うと乙ろ
が大きし乙の喚情喚起性は言葉の指示作用と
は切り離して考察する必要がある( 14)。
差別は. 同一社会内で一致を想定されている

異質な規範聞のずれが，成員iとより告発されあ
らわになった，社会現象である。差別を規範聞
のずれの顕れとして見るとき，差別が規範，と
りわけ正当性規範の相違に応じて社会によって
異なる可能性がある乙とも指摘してお乙う。た
とえば，欧米と日本とではいくつかの点で異な
った正当性規範を持ち，差別も異なってくる可
能性がある。
'差別に正確な定義を与え，それによって差別
現象を分析する基本的な枠組みを構成するのが，
本稿のねらいであった。乙のため既存の差別論
を批判したが，乙れはとれらの説明力を全面的
に否定するものではない。乙れらのなかには個
々の差別の事例のなかの原因の一つの説明とし
て有効なものもある。本稿は，乙れらの諸理論
が，差別という事象が持つ共通の性格を顧慮し
ないために混乱が起乙ったり，差別の分析が偏
向して重要な側面が見落とされている乙とを指
摘するものである。前者に関しては，差別に告
発を契機とした定義を与えるととで，後者に関
しては，乙れも定義に含まれている乙とだ杭規範
である乙とから生ずる諸側面を強調する乙とで対
処している。差別が規範であるという乙とは，差
別が差別者を糾弾するというだけでは解決しな
い問題をはらんでいる乙とを示している川弘差
別したとされた者はもちろん，差別された者も
同じカテゴリーに属する成員を差別したり自己
差別を行うという危険性から免れているわけで‘
はない【1九

割規範上の了解であり，職業役割体系は性別カ
テゴリーや人種カテゴリーと独立であるはずだ
が，状況の規範において両者は相互移入してい
る。「医師J であるときに. r黒人J として治療
に必要な信頼を得られなかったり，社員である
ときに. r女J として茶を扱まねばならなかった
りするのである。
原初的な差別のもう一つの例は，立場の相互
互換性の道徳規範による告発である。接触拒否
や交際拒否などが乙れに当たる。たとえば，黒
人と握手をする乙とができない乙とは，黒人の
立場への感情移入を行う乙とによって差別とし
て告発するととができる。乙のような差別は視
界の相E 性を喚起していくととによってのみ，
その差別としての存在と重要性を明らかにでき
るのである( 10)(1 1 ) 。近年とみに問題となっている

‘句
2
9
sdd柑洲
44町
一4
4

差別語は，との両者にまたがる問題である。社
長と呼ぶと乙ろを「女社長」と呼ばれるという
差別は. 前者のカテゴリーの領域性に関する正
当性によって告発される( 12)。他方「きちがいJ
という言葉を使う乙とが差別であるという場合，
それは視界の相互性に関する道徳規範の問題と
なる。差別者が被差別者の人格を傷つける. と
いうのが差別語告発の伝統的な論理である。し
かし，告発運動が力を得，対象が拡大していく
と，差別を指す意図が全くない単なる比輸が差
別であるか，あるいは一般に事物を指す日常語
として定着している差別語を含んだ連語も差別
となるのか( 例えば「カーきちカまいJ rめくら
じまJ など) といった問題が浮上してきた。乙
れに対し，差別語を差別者の意図によって同定
するという主張も見られる。( たとえば，三浦
(977))【13L しかし，本稿の分析で明らかなよ
うに差別は意図の問題ではない。同時に「きち
がいJ という言葉の存在自体に差別性があるの
ではない乙とも明らかである。差別語の一定の

F
電
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矧
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white is beautiful は単に白人のプロパガン
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ダであったわけではない。それは価値を同じく
しない人々への蔑視や当惑や排除を含む乙とで，
そしてなによりも社会成員一般が乙の価値を支
持しているという予期の存在によって，強力な
力を発揮してきた。乙れに対し， black is beau-
tiful は，黒人の下位コミュニティにおける一般
的予期の分立と正当性規範に訴える乙とで一定
の成功を収めたが，この方法は，コミュニティ
の成員数が全体社会に占める割合が小さい場合
にはあまり影響力を持たないであろう。規範を
どのようにして変更するか，という大問題は，
機会を改めて述べねばならない。
本稿は差別論というものの意味を理論的に問

い詰めたために，差別論の限界をも呈示する乙
ととなった。結局，およそ差別というものに共
通の原因などない。強いていえば，カテゴリー

聞の同一性を指示する正当性規範が存在する乙
とであるが，乙れは通常の意味での差別の原因
ではない。ある事柄を「差別問題J として語る
という乙とは. 乙れ以上の意味も乙れ以下の意
味も持つ乙とができないのである。被差別者が
共通にとれる戦略は，当該社会に正当性の規範
を普及し，強化し，より説得力のある告発を行
う乙とである。差別は運動とともにあり，差別
論は運動と対象の関わり全体を問題にせねばな
らない。

注

(1) 例えば，差別解放運動の中での排除すべき対象
を規定する際に起とった諸論争( 部落解放同盟
の朝国論争や女性解放運動内の論争) や運動が
目抱す解放状態の相違による論争 (ζれは特に
女性解放運動に顕著に見られる) など。

(2) 女性差別論も有力な議論はマルクス主義的分
析を基礎としており. 問機の批判が該当する。

(3) 7 ルクス主義的説明を採る Wilson も人種関

- 3 4ー

係を歴史的に取り上げている。両者の議論は.
人種関係が産業化と共に変容しているという認

識において一致しているが， van den Berghe 
が人種集団の存在を基底において崩さないのに
対し， Wilson は人種から階級へという集団の
性格そのものの変容を示している。

(4) “偏見とは，ある集団11 : 所属しているある人
が，たんにその集団に所属しているからとか，
それゆえまた，その集団のもつでいる嫌な特質

をもっていると恩われているだけで，その人11:
対して向けられる嫌悪の態度，ないしは敵意あ
る態度である 0 " (Allport 1953=1961: 7) 

(5) Mertonは卜ロプリアント島における地位格
差による差別を例に次のように語る。
“卜ロプリアント島の首長が，その一般住民を
あくまで分に安んぜしめておとうとして意識的
に仕組んだ仕事の一部として，内集団の徳を外
集団の悪徳にすりかえたのだと考えるならば，乙
れほど真実から遠く，かっ事実を過った読み取
り方はない。首長逮は. ただ単11 :事実本来の秩序
を重んずる ζとを教えζまれてきたのであり，
また他の人聞を凡膚たらしめておく ζとは自分
の重責だと考えているにすぎないのである。"
(Merton (1949=1959: 391) )  

(6) (Turner (1954)， Simpson &  Yinger(1953 
→ 1965)， Westie (1965)) など。
(7) たとえば， (Blalock (1957)， Schermerhon 
(1970))。また， (Shibutani &  K w a n  (1965)) 
は差別が価値判断であるととによって分析概念
となりえないζとを指摘している。

(8) 差別が本質的に判定者に相関的な価値判断で
あるという見解〔例: 海野( 1977)) は正しい。
(9) ζのような差別は理解されにくいので一例を
挙げておく。“一ほら，君をぼくの黒人の友達に
紹介しよう。……ζちらエメ・セゼール，黒人
で教授資格を持っている……。7 リアン ・アン



ダーソン，最大の黒人女性歌手だ……。白い血

の発明者，コ・y プ博士はニグロだよ……。ほら

私の 7 )レチニ "J クの友人に御挨拶しなさい( 気
をつけるんだよ，ひどく怒りっぽいから)..・...s

/ 恥辱。恥辱と自己蔑視。吐き気。私を愛して

くれるとき，ひとは皮膚の色にもかかわらずだ

という。私を毛嫌いするとき. 皮膚の色のため

ではないと付け加える……。いずれにせよ私は

地獄の悪循環から銭け出せない。. . (Fanon 

(1952=1970: 81))) 
四高次の差別に比して看過され易い ζのような

差別の問題は，次のような例を引けばわかりや

すいであろう。“ウェンディ・ヨシムラという女

の子が. r私は白人11 : 差別されました」と言っ
た。「どういう ζとですかJ って言ったら. rパ
ーティーに呼ばれたとき，白人の女の子にはお

茶をついで，私のととろへつがなかった」って

言ってるんですね。乙れは法廷へ出てそれを言

えば恐らく弱い。何だそんなとと，ちょっと忘

れただけじゃないかつてね。だけど，そ乙から

ピーンと伝わってくるものが差別なんだなあJ
〈野間・安岡編 (1984: 49)) 

凶 乙れらの差別は. 生理的な嫌悪という形をと

りやすいが，生理的嫌悪という形をとる差別も

実は規範によるものである乙とは，黒人との接

触拒否が地域的なものであった乙とによっても

明らかである。
個性差別に関するとのような差別語の例は田中

(1984 ) に詳しい。
(13) 差別語をめぐる混乱は甚だしい。差別語を差
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